
 平成２７年度 第２号  
   平成２７年４月１６日 

          西部家畜保健衛生所   

 飼養家畜に、下痢、嘔吐、食欲不振、死亡等の
症状が確認された場合には、直ちに家畜保健衛
生所へ通報してください。 

 農場への侵入防止・畜産関係施設での交差汚染に注意してください。 
 
 

   ・導入豚は、導入後２～４週間隔離、健康観察を実施する 
   ・豚、人、車輌、作業器具等の出入り管理を徹底する 
   ・分娩豚舎の作業を最初に行う、あるいは作業を専従化する 
   ・専用の作業服や履物を使用する 
   ・農場入り口での車輌洗浄や消毒を徹底する 
   ・屋外に飼料を露出させず、野生動物との接触を防止する 

    
 
  

   ・家畜運搬車が複数農家に立入しないように輸送計画を立てる 
   ・家畜市場、と畜場などを利用する際の荷下ろし作業は、他の農家と 
    交差しないように注意するとともに、作業時は、専用の作業服や履物を 
    使用して行う 
   ・家畜市場、と畜場に入退場した際の車輌洗浄・消毒は、タイヤまわり 
    や荷台だけでなく、マットや運転席周囲も実施する 

病原体侵入防止対策 

交差汚染防止対策 

 家畜保健衛生所たより 

豚流行性下痢（PED）が発生しました！ 

発生事例 中北地域 

戸数 1戸 

飼育頭数 ２，４１３頭 

確認日 Ｈ２７．４．１６ 

状況 
  哺乳豚４４９頭中９２頭で下痢 

  うち死亡９頭 （H27.4.16現在） 

検査 PEDの遺伝子確認（H27.4.16） 

家畜の病気に関するお問合わせは山梨県西部家畜保健衛生所まで 

電話・・・0551-22-0771     FAX・・・0551-22-6728 
夜間の連絡は・・・090-5564-1018 
土日・休日の連絡は・・・ 090-5564-1018 または090-5568-0817 

飼養豚に、PED様症状（水様性下痢、嘔吐、食欲不振等）が確認された 
場合には、速やかに家畜保健衛生所へ通報してください。 

本病は、感染家畜及び糞便に汚染された人や物に
よって伝播します。 

豚飼養者の皆様には、引き続き豚舎及び車両等の
消毒の徹底をお願いします。  

 
飼養衛生管理基準を遵守して発生予防・早期発見に努めてください。 
特に、衛生管理区域に必要のない人を立ち入らせないようにする 
ことや、畜舎出入口での消毒、衣服の更衣の徹底等のウイルス侵入防
止が発生予防に重要となります。 

PEDに感染した豚は、症状が消失したと思われる場合でもしばらくの
期間はウイルスの排出があることが報告されています。 
豚の導入の際は、導入豚の隔離や導入豚の飼養管理者の専従化等の侵
入防止対策と農場内の感染拡大防止対策に努めてください。 

農場間の豚の移動について 

飼養衛生管理の遵守 


